
議事 仙台市社会福祉審議会運営要領の改正について 

 

１ 改正の概要【資料 3-2、3-3】 

 児童福祉専門分科会に設置している「児童館・児童クラブのあり方検討部会」を廃止する

もの。 

 

２ 改正の理由 

 「児童館・児童クラブのあり方検討部会」において、児童館・児童クラブのあり方検討報

告書をとりまとめ、当該部会の設置の目的が達成されたため。 
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